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60・65・70歳の方
2口腔がん検診
対 区内在住で5年3月31日現在61・66・71歳の方
3骨粗しょう症検診
対 区内在住の女性で5年3月31日現在30・35・
40・45・50・55・60・65・70歳の方

受診期限／ 5年3月31日
費 1200円2700円3400円
備 生活保護等受給中の方、2は3年度住民税
非課税世帯（世帯全員の2年分所得が非課税
の場合）の方も無料。1は40・50・60・70
歳の方、2は61歳の方へ6月上旬に受診券を
送付します。5月以降に区に転入届を出された
方及び1は45・55・65歳の方、2は66・71
歳の方は要申込。3はお申込みいただいた方
に受診票を送付します。
申 オンライン手続き、電話、ファクシミリま
たはハガキ（記入例参照。生年月日、1～3
の別も明記）で12世田谷保健所健康推進
課（ ☎5432-2442 FAX 5432-3102）、 3 は
世田谷保健所健康企画課（☎5432-2447 FAX

5432-3102）へ ※3は総合支所健康づくり
課でも受付可。

令和4年度特別区民税・都民税(住民税)
税額決定・納税通知書について
　国税庁は新型コロナウイルス等の影響により期
限までに申告が困難な方について、4月15日ま
での間、個別に申告期限を延長申請できるよう
にしました。これに伴い、申告データが区に届く
時期が遅れることがあります。
　5月18日に勤務先へ発送した「給与所得等に
係る特別区民税・都民税　特別徴収税額の決定
通知書」及び 6月10日に発送予定の「特別区民税・
都民税　税額決定・納税通知書」に確定申告内
容が反映されていない場合があります。順次処
理を行い変更等の納税通知書を送付します。
備 住民税の納税通知書送達後に確定申告または
特別区民税・都民税の申告をされても住民税の
計算に算入できない場合があります。詳しくは、
区のホームページをご覧ください。
問 課税課（世田谷☎5432-2169、北沢・砧☎
5432-2174、玉川・烏山☎5432-2184いずれ
もFAX 5432-3037）

税理士会による税の無料相談

担当＝課税課
備 要予約。相談時間は1回30分。1回のみ無料。

シニア世代のための初めての就職活動
（オンライン同時開催）

対 55歳以上で求職中の方
日 7月4日㈪午後2時～4時
講 山岡正子（キャリアコンサルタント）

東京都介護支援専門員実務研修
受講試験受験要項を配布します

配布場所／総合支所保健福祉課、介護保険課等
配布期間／ 6月1～30日
受験申込受付期間／ 6月1～30日（消印。簡易
書留郵便のみ受付）
試験日／ 10月9日㈰
担当＝介護保険課
問（公財）東京都福祉保健財団
☎3344-8512 FAX 3344-8592

介護保険のサービスは、皆さんの介護
保険料に支えられています
　介護保険は、介護が必要となった高齢者とその
家族を社会全体で支えるための社会保険制度です。
　介護が必要となったときに、介護サービスに係
る費用の1割～3割を負担することで、安心して
サービスを受けることができます。
　介護保険の財源は、半分を国・都・区の公費、
残りの半分を40歳以上の方が納める保険料で負
担するよう、介護保険法で定められています。
問 介護保険課 ☎5432-2298 FAX 5432-3059

7月から守山保育園おでかけひろば
「まもりん」でほっとステイを開始します

　

内容／お子さんの一時預かり（保護者の理由不問）
対 区内在住の生後5か月～ 3歳の未就園児
日 火・水・木曜（祝日除く）午前10時～午後3時（最
大4時間利用可）
備 各日2人。初回のみ利用登録が必要。詳しくは、
区のホームページをご覧いただくか、お問い合わ
せください。
申6月10日から、電話で守山保育園「まもりん」（☎
3460-5255）へ

7月の胃がん検診（エックス線撮影法）
対 区内在住で40歳以上の方（1年以内の受診者、
胃・十二指腸を切除または治療・観察中の方、
妊婦、心臓ペースメーカーを使用している方、腸
閉塞・腸捻転になったことがある方を除く）

検診は午前中を予定（受付時間はご案内をご確
認ください）。所要時間は1時間程度。
費 1000円（自己負担金）
備 随時受付の大腸がん検診（便潜血検査、自己
負担金200円）も同時に申込可（ハガキに連記可）。
申6月15日（必着）までに、電話、ファクシミリ、
ハガキ（記入例参照。性別、生年月日、実施日、
会場（第2希望まで）も明記）またはホームページ
で世田谷区がん検診受付センター（〒156-0043 
松原6-37-10 ☎6265-7573 FAX 6265-7559 HP

https://www.setagaya-kenshin.com）へ
抽選各日12～20人（申込者全員にご案内を郵送） 

成人歯科健診・口
こう くう

腔がん検診・
骨粗しょう症検診
1成人歯科健診
対 区内在住で5年3月31日現在40・45・50・55・

申6月2日午前9時から、予約サイト（HP https://
reserva.be/sanchaoshigotocafe/）へ
先着　会場＝20人、オンライン＝50人
場・問 三茶おしごとカフェ
☎3411-6604 FAX 3411-6690

入居者・入居登録者募集

備 申込要件は、「募集のご案内」（6月1～9日に、
区営住宅等窓口センター（用賀4-13-3 2階）、
区役所庁舎案内、住宅管理課、総合支所くみん
窓口・生活支援課、出張所・ま ち

づくりセンター、（一財）
世田谷トラストまちづくり（いずれも土・日曜を除
く）、烏山区民センター案内窓口、住民票・印鑑
証明書発行窓口（キャロットタワー 2階）（いずれ
も土・日曜を含む）で配布）をご覧ください。
申6月14日（必着）までに、所定の申込書（「募
集のご案内」にあり）を郵送
問 ①②区営住宅等窓口センター☎6805-6523 
FAX 6805-6573③（一財）世田谷トラストまちづく
り☎6379-1421 FAX 6379-4233、①～③住宅
管理課☎5432-2498 FAX 5432-3040（いずれ
も土・日曜を除く）

敷地の擁壁や自然斜面（がけ）に関する
支援制度をご活用ください
　崩落被害や土砂災害を未然に防ぐためには、
定期的な点検や維持管理がとても大切です。
1擁壁改修専門家派遣制度
内容／擁壁の構造や、概算工事費提案（無料）
対 新たに敷地の擁壁を築造または造り替える工事

（ただし補修工事は除く）を検討している方
2通学路に面する敷地の擁壁改修等への補助金
交付制度
内容／新たに敷地の擁壁を築造または造り替える
工事（ただし補修工事は除く）費用の一部を補助
対 区立小学校の通学路に面し、安全上問題のあ
る敷地の擁壁・自然斜面（がけ）を所有する方
3住宅・建築物土砂災害対策改修補助金
内容／土砂崩れに耐え得る塀の設置や建築物の
改修に係る費用の一部を補助
対 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内に住
居を所有する方
4がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
内容／住宅の移転や除却に係る費用の一部を補助
対 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内に住
居を所有する方

備 詳しくは、区のホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。
問 防災街づくり課
☎6432-7174 FAX 6432-7987

ひとり親家賃助成付定期借家のご案内
内容／東京都住宅供給公社（JKK東京）の空き
室の入居登録者募集
対 18歳未満のお子さんを養育する低額所得のひ
とり親世帯
備 入居条件や物件情報等詳しくは、区のホーム
ページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問 住宅管理課 ☎5432-2498 FAX 5432-3040

健康・衛生

実施日 会場
4日㈪、9日㈯、15日㈮、
21日㈭、23日㈯、25日㈪
※上記以外の月・木・金曜も実施

しています。詳しくは、世田谷
区がん検診受付センターにお問
い合わせください。

保健センター
（松原6-37-10）

1日㈮ 教育会館
（弦巻3-16-8）

14日㈭、29日㈮ 玉川せせらぎホール
4日㈪、21日㈭ 砧総合支所
8日㈮、12日㈫、26日㈫ 烏山区民センター

子ども・若者

●本紙の掲載内容は、新型コロナウイルス感染症の影響等により変更する場合がありますので、事前に区のホームページをご覧いただくか、担当課へお問い合わせください。

税　金 TAX

対象地域 開催日時 会場・申込先

世田谷
税務署
管内

6月11日㈯
午後1時30分
～4時

東京税理士会世田谷支部
（若林4-31-7ベルジェ102）
☎5481-0770
FAX5481-0771

北沢
税務署
管内

6月13日㈪
午後1時～4時

東京税理士会北沢支部
（松原6-1-10アイリン
マンション3階）
☎3322-7894
FAX3323-3571

玉川
税務署
管内

6月10日㈮
午後1時～4時

【相続税専用】
毎週火・木曜
午前10時～
午後4時

東京税理士会玉川支部
（玉川2-4-4玉川酒販会
館3階）
☎3700-0562
FAX3708-5131

仕事・産業

対象住宅 対象世帯
※（　）内は募集戸数

① 区営・
区立住宅

一般世帯（17戸）、障害者世
帯（2戸）、高齢者2人世帯（3
戸）、ひとり親世帯（1戸）、
子育て世帯（期限付き入居住
宅）（3戸）

②
区営・区立
ポイント
併用方式

高齢者単身（23戸）

③ せたがやの家 高齢者単身（登録）、
高齢者2人世帯（登録）

住まい・街づくり


